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クライアント証明書方式の取扱い開始のお知らせ

－　インターネットバンキングの不正利用にご注意ください　－

　株式会社沖縄海邦銀行（頭取：嘉手納 成達）は、法人インターネットバンキン

グサービスのセキュリティ強化を目的として、「クライアント証明書方式」の取扱

いを平成２４年４月２日（月）より開始いたしますのでお知らせします。

  法人インターネットバンキングをご利用のお客さまには、より安全にご利用いた

だくために、「クライアント証明書」の利用をお願い申し上げます。

       

記

１． 取扱開始日　：　平成２４年４月２日（月）

２． クライアント証明書方式とは

　　　　電子的な身分証明書のことで、クライアント証明書をお客さまのパソコンにイン

　　　ストールし、ログイン時にお客さまの本人確認をクライアント証明書にて行う方法

　　　です。

３． クライアント証明書の特徴

（１） １つのユーザーＩＤに対して１つのクライアント証明書しか発行されません。

※ なりすましなど第三者による不正が防止できます。

（２） クライアント証明書をインストールしているパソコンでしかご利用いただけま

　　　せん。

※ 利用するパソコンを特定するため、万が一、お客さまのＩＤ・パスワードが

盗難されたとしても、クライアント証明書が保存されていないパソコンから

のログインはできないため、不正利用を防止することができます。
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